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１ 目的 

この入札説明書は、総合評価一般競争入札（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

第167条の10の２第３項）により、ドクターヘリの仕様や本県の実情にあった運航など、必

要事項について提案を求め、内容を評価したうえで総合的に最も優れた者を受託者として

選定するために交付するものである。 

なお、この入札説明書は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る政令（平成７年政令第372号）、愛媛県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則（平成７年愛媛県規則第69号）及び入札公告において定めるもののほか、競争入札に

参加しようとする者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにする

ものである。 

 

２ 委託業務の内容 

（１）名称及び数量 

愛媛県ドクターヘリ運航業務 １式 

（２）仕様 

別添１「愛媛県ドクターヘリ運航業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとお 

  り 

（３）契約期間 

契約締結の日から令和13年３月31日までとする。 

（４）履行場所 

基地病院：松山市春日町83番地 愛媛県立中央病院 

運航圏域：原則として愛媛県全域 

運航方式：松山空港（発進基地）から出動する方式を基本としつつ、県立中央病院（基 

地病院）から出動する方式を柔軟に組み合わせて運航を行う。 

（５）入札金額見積限度額 

令和８年度年額341,098千円 

（消費税及び地方消費税を含む。） 

なお、予定価格については入札金額見積限度額内で別途決定する。 

（６）入札方法 

落札者の決定は、入札金額が予定価格の範囲内である場合に限り、総合評価方式に 

より行うので、 

ア 入札書のほかに、入札参加資格を有することを証する書類、総合評価のための性 

能、機能、技術等に関しての提案書を提出しなければならない。（必要書類の種類   

及び部数については ４（４）のとおり。） 

イ 競争参加者及びその代理人（以下「競争参加者等」という。）は、前項に留意の 

うえ、仕様書で定める要件等を考慮して入札金額を見積もるものとする。 

ウ 入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金  

額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をも 

って落札価格とするので、競争参加者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業
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者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００

に相当する金額を記載した入札書を提出するものとする。 

（７）審査委員会 

入札の実施にあたり、愛媛県ドクターヘリ運航業務委託審査委員会（以下「審査委員

会」という。）を設置し、提案書の評価を行う。 

（８）入札保証金及び契約保証金 

愛媛県会計規則（昭和45年愛媛県規則第18号）第135条から第137条まで及び第152条 

  から第154条までの規定による。 

（９）事務局 

愛媛県保健福祉部社会福祉医療局医療対策課 救急・災害医療グループ 

〒790－8570 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

電話番号：089-912-2450（係直通） 

F A X番号：089-921-8004 

電子メール：iryotaisaku@pref.ehime.lg.jp 

（10）日 程 

入札説明書の配布期限               令和８年２月17日（火） 

   質問書の提出期限                 令和８年２月17日（火） 

〔入札参加資格要件確認申請に係る質問書の提出期限 令和８年２月９日（月）〕 

入札参加資格要件確認申請書の提出期限       令和８年２月17日（火） 

入札応募書及び提案書の提出期限          令和８年２月25日（水） 

開札                        令和８年３月９日（月） 

※提案書に係るプレゼンテーションの実施日程については、別途指定する。 

 

３ 競争参加に関する事項 

（１）競争参加者の資格 

競争参加者の資格は次のとおりとする。 

ア 法人又は複数の法人で構成する共同事業体であること。 

イ 共同事業体で応募する場合は、構成員のなかから代表法人を定めること。 

ウ 一つの法人が複数の参加をすることはできない。共同事業体で応募する場合も一 

法人とみなし、一つの提案を行うこと。 

エ 入札参加資格要件確認申請書が正式に受理されていること。 

（２）競争参加者の制限 

知事の審査を受け、令和５年度から７年度までの製造の請負等に係る一般競争入札に 

参加する資格を有すると認められ、かつ、「特定調達参加希望」の登録をしている業者 

で、次の全ての要件を満たすこと。 

ただし、共同事業体で参加する場合は、当該共同事業体の全ての構成員が次のアから

ウまでの要件を満たし、かつ、当該共同事業体の構成員のうち１者以上の者がエからク

の要件を満たしていればよいものとする。 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の４の規定に該当しない者で 
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あること。 

イ 入札参加資格要件確認申請書の提出期限の日から落札者の決定の日までの間に、 

愛媛県知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。 

ウ 過去３年間に、ドクターヘリの運航業務において運航の責めに帰すべき理由によ 

り搭乗者等が死亡に至る重大な事故を発生させていないこと。 

エ 本業務の受託に係る航空法（昭和27年法律第 231号）第 100条第１項の許可を有 

していること。 

オ 航空運送事業の５年以上の実績を有すること。 

カ 本業務の実施に必要な専任の人員及び機体の確保ができる者で、本業務の実施に 

必要な有資格操縦士、有資格整備士及び運航管理担当者と同数以上の有資格操縦 

士、有資格整備士及び運航管理担当者を雇用していること。 

キ 本業務に使用する機体の故障その他の理由により運航に支障をきたすと認めら 

 れる場合に、速やかに代替機体を配備するなどの適切な措置を講じて、運航を継続 

することが可能であること。 

   ク 過去５年間に、ドクターヘリ運航業務の契約の実績があること。 

 

４ 手続き等に関する事項 

（１）入札説明書の配布 

ア 配布期間 

この公告の日から令和８年２月17日（火）までの執務時間中（月曜日から金曜日ま 

で（愛媛県の休日を定める条例（平成元年条例第３号）に規定する休日を除く。）の 

午前８時30分から午後５時15分までをいう。以下同じ。） 

イ 配布場所 

事務局（本説明書２（９）を参照。以下同様。） 

なお、愛媛県ホームページからダウンロードすることもできる。 

（２）入札参加資格要件確認申請書の提出 

ア 提出期限 

令和８年２月17日（火）の午後５時15分まで 

イ 提出方法 

持参又は郵送とする。 

持参の場合の受付は、執務時間中とする。 

郵送の場合は、令和８年２月17日（火）午後５時15分必着とする（配達証明付き郵 

便に限る。）。 

ウ 提出資料 

・入札参加資格要件確認申請書（様式１－１） 

・構成員調書（様式１－２） 

※共同事業体で参加する場合に限る。 

・入札参加資格要件確認書（様式１－３、様式１－３－１） 

※共同事業体で参加する場合、様式１－３－１は構成員ごとに作成すること。 
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・業務履行に関する確約書（様式１－４） 

・代表法人及び構成員全員の概要（パンフレット等で可） 

エ 提出場所 

事務局 

 

（３）質問書の提出 

ア 提出期限 

令和８年２月17日（火）の午後５時15分まで 

イ 提出方法 

質問書（様式２）により、持参又は郵送、電子メール、ＦＡＸで提出すること（着 

信について電話により確認すること。）。 

 持参の場合の受付は、執務時間中とする。 

 郵送の場合は、令和８年２月17日（火）午後５時15分必着とする。 

ウ 提出場所 

事務局 

エ 回答 

・ 回答の対象となる質問は、入札参加資格要件確認申請書の提出があった者からの 

質問とする。 

・ 上記の質問については、入札参加資格要件確認申請書の提出があった全ての者に、 

質問書に記載された連絡先に電子メールで適宜通知する。 

ただし、質問又は回答の内容が、質問者の具体の提案内容に密接に関わるものに 

    ついては、質問者に対してのみ回答する。 

※ 入札参加資格要件確認申請に係る質問については、令和８年２月９日（月）午

後５時15分までに受付を行った質問書のみ回答の対象とし、質問書に記載された

連絡先に電子メールで適宜通知する。 

・ 質問回答の内容は、本説明書の追加又は修正とみなす。 

（４）入札・開札 

ア 提出期限及び提出書類 

・令和８年２月25日（水）の午後５時15分までに提出する書類 

（郵送の場合は、令和８年２月25日（水）午後５時15分必着） 

資料名 提出部数 備 考 

入札応募書 

（様式３－１） 
１部  

構成員調書 

（様式３－２） 
１部 共同事業体で応募する場合のみ 

提案書 
正本１部 

副本10部 

「５ 提案書に関する事項」に基づき作

成すること。 

持参又は郵送により提出すること。 

持参の場合の受付は、執務時間中とする。 



5 
 

郵送のあて先は事務局とする（配達証明付き郵便に限る。）。 

・令和８年３月９日（月）の午後５時までに提出する書類 

（郵送の場合は、令和８年３月９日（月）午後１時必着） 

資料名 提出部数 備 考 

入札書 

（様式４） 
正本１部 

１年間の委託料について、消費税額を除

いた金額で記載すること。 

持参又は郵送により提出すること。 

イ 入札書の開札期日及び場所 

令和８年３月９日（月） 午後５時 愛媛県庁 第一別館５階 保健福祉部会議室 

郵送により提出する場合の受付期間は、令和８年３月２日（月）から３月９日（月） 

の午後１時（必着）までとする。  

なお、郵送のあて先は事務局とする（配達証明付き郵便に限る。）。 

ウ その他 

   ・ 入札・開札にあたっての留意事項については、別記参照 

・ 提案書について、提出期限後の日においてプレゼンテーションを行うものとし、 

 実施場所及び時間については別途連絡する。 

 

５ 提案書に関する事項 

（１）全般 

ア 構成 

（２）の各項目で構成し、正本（１部）及び副本（10部）の左肩１点を綴じ、提出す

ること。 

イ 提案書の様式 

提案書の様式は自由とするが、Ａ４縦長横書き又はＡ３横長横書き（２ツ折り）片 

面印刷とし、日本語で表記すること。 

（２）提案内容 

別添２「愛媛県ドクターヘリ運航業務提案書作成要領」に基づき提案すること。 

ア ドクターヘリの仕様等 

イ ドクターヘリの運航体制 

ウ 愛媛県の実情にあった運航 

（３）留意事項 

  ア 応募者は、２つ以上の提案を行うことはできない。 

イ 書類の提出後、その変更、差し替え、再提出又は撤回することは認めない。 

ただし、当該規定は提出書類の審査の過程において、県が提案内容の明瞭化等に係 

る作業を行うことを妨げるものではない。 

 

６ 評価に関する事項 

（１）提案書の評価方法 

提案書については、愛媛県ドクターヘリ運航業務委託審査委員会において評価を行う。 
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（２）提案書の評価の視点及び配点 

①ドクターヘリ仕様等    ６０点 

②ドクターヘリの運航体制  ６０点 

③愛媛県の実情にあった運航 ４０点 

  ※全審査委員の評価点合計の平均点が９５点以下となる場合は、失格とする。 

（３）総合評価の方法（別添３「落札者決定基準」参照） 

次の式により算定する。 

総合評価値＝提案書評価点÷価格点(単位：百万円) 

※総合評価は、入札価格が予定価格の範囲内である場合に限り実施する。 

（４）落札者の決定結果の通知方法 

  ①落札者の決定を行った場合には、県は、その結果について速やかに審査を通過した応 

   募者に対して通知する。（落札者の決定結果については、業者名等を公表する。） 

②審査内容については公表しない。また、評価結果に関する問合わせ、異議申立ては、 

一切受け付けない。 

 

７ 契約に関する事項 

愛媛県は、評価の結果、第１順位者として選定した者と、所定の手続きにより、本業務

を委託する。 

ただし、失格その他の理由により、第１順位者へ委託することが不可能となった場合に 

は、予定価格の範囲内で総合評価値の高い者から順に契約交渉を行うことがある。 

なお、業務の委託内容は、締結する委託契約書によるものとする。 

 

８ その他の留意事項 

（１）本入札に要する費用、書類等に関する取扱いは次のとおりとする。 

・ 入札参加に係る費用は、全て応募者の負担とする。 

・ 提出書類は返還しない。 

・ 本入札に関し、不誠実な行為を行った競争参加者については失格させることができ 

るものとする。 

・ プレゼンテーションに参加する旅費については、全て応募者の負担とする。 

（２）県の競争入札参加資格に関する問い合わせ先 

愛媛県出納局会計課用品調達係：089-912-2156 
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別記 

 

入札・開札にあたっての留意事項 

 

 

１ 入札にあたっての留意事項 

 

（１）入札書（別添様式４参照）は、直接提出する場合には、任意の封筒に入れ密

封し、封筒の表には、必ず「宛名（愛媛県）」、「応募者名」及び「愛媛県ドクタ

ーヘリ運航業務委託に係る入札書在中」の旨を朱書きで記載すること。 

   郵送で提出する場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封のう

え、当該中封筒の表に「応募者名」を朱書きし、外封筒には、直接提出する場

合と同様に宛名等を記載すること。 

（２）応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年５月20日法律

第51号）に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。また、書類

の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラ

ビア数字を用いること。 

（３）入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておか

なければならない。ただし、金額部分の訂正は認めない。 

（４）入札時には身分を証明できるもの（社員証、運転免許証等）を持参すること。

応募者が共同事業体の場合は、応募者の代表法人のみ参加できるものとする。 

なお、代理人の場合には、委任状（別添様式５参照）を併せて持参すること。 

（５）入札時間に遅れたときは、入札に参加できない。 

（６）入札にあたっては、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭

和22年法律第54号）に抵触する行為を行ってはならない。また、公正に入札を

執行できないと認められる場合、又はその恐れがある場合は、当該入札者を入

札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。    

なお、後日、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置を取るこ 

とがある。 

（７）応募者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の応募者と入札金額

又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に金額を定めなければなら

ない。また、落札者の決定前に他の応募者に対して入札金額を意図的に開示し

てはならない。 

（８）応募者は、入札後、入札説明書等についての不知又は不明を理由として異議

を申し立てることはできない。 
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２ 開札にあたっての留意事項 

 

（１）開札は、入札参加者のうち立会を希望する者を立ち会わせて行うものとする。

開札の立会人は、入札参加者の代表者又はその代理人（代理人の場合は、委任

状を提出した者に限る。）若しくは代表法人の代表者又はその代理人とする。こ

の場合において、立会希望者がいないときは、入札執行事務に関係のない職員

を立ち会わせてこれを行う。 

 （２）開札会場には、入札参加者の代表者又はその代理人若しくは代表法人の代表

者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員（以下「入札関係職員」

という。）及び上記の立会職員以外の者は入室することができない。 

 （３）入札参加者の代表者又はその代理人若しくは代表法人の代表者又はその代理

人は、開札時刻後においては開札会場に入場できない。 

（４）入札参加者の代表者又はその代理人若しくは代表法人の代表者又はその代理

人は、開札会場に入場しようとするときは、入札執行関係職員に本入札におけ

る参加資格要件確認結果の通知の写しを提出し、代理人にあっては、併せて入

札権限に関する委任状を提示しなければならない。 

  （５）入札参加者の代表者又はその代理人若しくは代表法人の代表者又はその代理

人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札会場を退場

することはできない。 

  （６）開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格での入札がないと

きにおいても、再度の入札は行わない。 

（７）開札においては入札金額の公表は行わない。入札金額が予定価格の制限の範 

囲内であるかの確認を行い、予定価格の制限の範囲内の入札書を提出した者を 

発表する。予定価格の制限の範囲内の入札書を提出した者のみ、その後の審査 

の対象となる。 

   

３ 無効の入札書 

  次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 

 (１) 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書 

 (２) 委託業務名及び入札金額のない入札書 

 (３)  入札参加者の代表者又は代表法人の代表者本人の氏名及び押印のない、 

又は判然としない入札書 

(４) 代理人が入札する場合は、入札参加者の代表者又は代表法人の代表者本人の

氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判

然としない入札書（入札参加者の代表者又は代表法人の代表者本人の氏名並び

に代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であ

ることが委任状その他で確認されたものを除く。） 

 (５) 委託業務等の名称に重大な誤りのある入札書 

 (６) 入札金額の記載が不明瞭な入札書 
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 (７) 入札金額を訂正した入札書 

（８） 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和22年法律第54号） 

に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害し 

たと認められる者の提出した入札書 

    (９) その他、入札に関する条件に違反した入札書 


